
第1６回医療機器等事業化促進プラットフォームセミナー

知的財産セミナー実践編 (全３回シリーズ)

(公財)先端医療振興財団 クラスター推進センター 担当：藤木・渡邊

電子メール kiki-plat@fbri.org

電話：078-306-0719 FAX：078-306-0752

【Vol.2】 出願から特許権成立までに実践すべきこと

講師：特許業務法人 サンクレスト国際特許事務所 知財専門家

お問合せ先

20名
定
員

参加無料

日 時

主な内容

会 場

平成29年8月31日（木）14:00～15:30 (受付13:30～) 16:00～ 個別相談会

国際医療開発センター（IMDA） 2階 研修室
〒650-0047 神戸市中央区港島南町１－６－５

申 込

主 催

発明届け出書作成時の留意点、クレーム（特許請求の範囲）作成時の留意点、
発明を説明するための明細書の構成と作成時の留意点、早期審査について、
拒絶理由通知への対応、拒絶査定不服審判etc.

裏面の申込書をファクシミリまたは電子メールにてお送り下さい。

公益財団法人 先端医療振興財団

本年６月に開催しました実践編【Vol.1】（研究・開発の成果物である発明を特許庁に出願するまでに実践すべきこと）の続編です。

我が国は審査主義を採用していますので、出願をした発明のすべてが特許になるわけではありません。また、仮に審査を経て特許権

が得られたとしても、権利範囲が狭すぎると、権利侵害とはならない回避技術を他社は簡単に実施することができてしまいます。そうな

ると、貴社の出願は、他社に対して「無料で」開発のためのヒントを与えたことにもなりかねません。

本セミナーでは、貴社の発明をできるだけ広い範囲で、且つ、早期に権利化するために実践すべきことを分かり易くお話しします。

成立した特許権の活用のためにすべきことについては、実践編【Vol.3】として１０月下旬頃に開催を予定しています。

実践編【Vol.3】も開催予定です。
【Vol.3】成立した特許権の活用のためにすべきこと ※１０月下旬頃予定

対 象
研究・開発のセクションはあるが、これまで特許出願の経験がないか
又は特許出願の経験が少ない企業の担当者の方

※個別相談会
の同時開催
（無料）

ご希望の方にはセミナー終了後に個別相談（おひとり様３０分程度）に応じます。
相談員： 特許業務法人 サンクレスト国際特許事務所 知財専門家
申込条件： 神戸市に本社或いは主要拠点を有している企業

神戸医療産業都市に進出済みあるいは進出をご検討いただける企業・個人

こんなことでお悩みではないですか？
例えば・・・ （１）特許取得のための各種補助金について （２）特許権取得および維持のためのコスト

（３）この発明は特許の対象となるか？ （４）特許事務所に依頼するときに必要な資料は？

（５）このネーミングは商標になるの？ （６）このデザインは意匠の対象となるか？

（７）他社が自社の発明（意匠）のマネをしているようだが、どうすればよいか？ ・・・など

※申込の詳細は、チラシ裏面をご参照ください。

共 催 特許業務法人 サンクレスト国際特許事務所

平成29年8月31日[木] 14:00～15：30(受付13:30～)



第16回医療機器等事業化促進プラットフォームセミナー

『知的財産セミナー実践編』【Vol.2】

記入いただきました氏名、企業名・所属・役職、及び連絡先等の情報は、（公財）先端医療振興財団が管理し、イベント運営上の各種連
絡・情報提供のために使用致しますので、予めご了承ください。

(公財)先端医療振興財団 クラスター推進センター 電話078-306-0719

平成29年8月31日[木]14:00-15:30 国際医療開発センター（IMDA）２階研修室

送付先FAX:078-306-0752 kiki-plat@fbri.org

会場地図

参加申込書

申込締切：8月28日[月]

お問合せ

日時 会場

参加無料

神戸市中央区港島南町1丁目6番5号

ポートライナー三宮駅から12分
医療センター駅下車 徒歩3分

氏名・フリガナ

企 業 名

所属・役職

連絡先 電話（ ） － FAX（ ） －

Eメール ＠

情報提供の要否

について

今後、セミナー・イベント等の情報提供を希望されますか。

要 ・ 不要

個別相談会

（※無料）

・希望する ・希望しない

ご希望の方には、別途Eメールにて「個別面談申込書」をお送りしますので、

Eメール (kiki-plat@fbri.org)、またはFAX(078-306-0752) にてご返送願います。

※個別面談の申込締切は8月24日(木)迄とさせていただきます。

なお、当日の対応件数には限りがございます。予めご了承願います。


